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新型インフルエンザ患者発生に伴う保育園臨時休業について 

 

 

このことについては、下記のとおり新型インフルエンザ感染拡大防止のため、臨時休業（クラス閉

鎖）の措置が取られましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．対象園・クラス 長浜愛児園 ４歳児（ぱんだ組・34人）１クラス 

２．期 間 平成２１年１１月５日（木）から１１月９日（月）まで５日間 

３．その他 ぱんだ組においては、１１月５日（水）現在、園児７名（４歳児、

男４名・女３名）が新型インフルエンザと診断され欠席しており、

長浜市の保育施設等の臨時休業基準により、対象クラスの臨時休業

を行います。 

※現在閉鎖中の保育園クラス 

東保育園みどり２組（４歳児）：11月 2日～5日まで 

北保育園みどり組（４歳児）：11月 4日～7日まで 

さくらんぼ保育園ゆり組（５歳児）11月 5日～９日まで 

 

                                                                                              

 

（参考） 

長浜愛児園 （長浜市八幡東町５６２番地） 

社会福祉法人 光寿会 （理事長 丁野恵鏡） 

園長 丁野恵鏡 

園児数  １７３名 

０～１歳児・１クラス、１歳児・１クラス、２歳児・１クラス、 

３歳児・１クラス、４歳児・１クラス、５歳児・１クラス   計６クラス 

○臨時休業基準 

①組内で新型インフルエンザ感染者が約 10～15％に達したとき 

②施設内において、まん延するおそれがあるとき 

○休業期間 

４～７日間 


